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ヒッツFM「市役所からこんにちは」毎週木曜日、正午から市役所ロビーで公開生放送中！

お
し
ら
せ

問合先 岐阜県宅地建物取引業協会飛驒支部
☎36⊖1396

●司法書士無料法律相談
司法書士会高山支部による法律相談所
期日　６月20日㈯
時間　午後１時〜４時
場所　市民文化会館（昭和町1）
申込方法　６月18日㈭までに

●不動産無料相談
宅建協会飛驒支部による不動産相談所
期日　６月９日㈫
時間　午後１時〜３時
場所　 宅建協会飛驒支部事務所（昭和

町２）
申込方法　直接会場へ

TEL

水道工事当番店［6月］  問合先  上水道課  ☎35‒3149

期日 指定工事事業者 電　話

6
月
中 

㊏
㊐

朝日・高根／㈲大道石油 55‒3074

丹生川／㈲こがいと設備 78‒1552

一之宮／㈲川原設備 53‒2043

清　見／㈲橋詰設備
　　　　㈲梅地土建

68‒2109
68‒2614

荘　川／㈲奥美濃設備
　　　　㈲橋詰設備

05769‒2‒2460
68‒2109

その他支所地域

期日 指定工事事業者 電　話

6㊏ ㈲峰設備 34‒5282

7㊐ ㈲うりだ 32‒4568

13㊏ ㈱蜘手製材所 33‒3000

14㊐ ㈲中洞設備 34‒3447

20㊏ ㈱アクアテック 36‒2680

21㊐ ㈱神高高山営業所 33‒0369

27㊏ ㈲大平工業 33‒7238

28㊐ 高橋建設㈱ 33‒6800

高山地域
期日 指定工事事業者 電　話

6㊏・7㊐ アクシス 52‒0020

13㊏・14㊐
20㊏ ㈲山本商会 52‒3131

21㊐・27㊏
28㊐ ㈲洞口住設 52‒3284

久々野地域
期日 指定工事事業者 電　話

6㊏・7㊐ 吉本設備㈲ 72‒3323

13㊏・14㊐ ㈲八賀設備 72‒2939

20㊏・21㊐ 橋本工業㈱高山支店 73‒5464

27㊏・28㊐ ㈲下形設備 72‒3009

国府地域

期日 指定工事事業者 電　話

6㊏・7㊐ ㈲中本設備 0578‒86‒2606

13㊏・14㊐ ㈲大下設備工業 0578‒86‒2413

20㊏・21㊐ ㈲大下工業所 0578‒86‒2331

27㊏・28㊐ ㈲中本設備 0578‒86‒2606

上宝・奥飛驒温泉郷地域

●メーター器の上に物を置かないなど、検針にご
協力をお願いします。 

●支所地域の宅内修繕は、施工した工事店へご
連絡ください。

●水道料金のお支払いは、便利な口座振替をご利用ください。

●休日診療などのお知らせ［6月］
診療名 対象となる方 期 日 受 付 時 間 持 ち 物 場 所

医科
診療 休日に急病になった方 7･14･

21･28
8：30～11：30
13：00～14：30 健康保険証

医療受給者証
（受給者のみ）
フッ素塗布：
1,080円

高山市
休日診療所

（市保健セン
ター内）

☎35‒3175
歯科
診療

日曜日に歯が痛くなっ
た方
小児のフッ素塗布希望
の方

7･14･
21･28 8：30～11：30

●休日・夜間などの急病の場合、受診できる医療機関を知りたいときは高山地域救急医療情報セ
ンターまで電話してください  ［☎0577‒34‒3799］

●高山市民の方は、看護師や医師などに24時間365日、電話で医療相談ができます（通話料・
相談料無料、携帯電話使用可）  ［☎0120‒54‒7830］

問合先 医療課 ☎35⊖3177

※ケーブルテレビでは、このほかにもいろいろな番組を放送しています。ぜひご覧ください。

番 組 名 放 送 時 間

ハイ、市役所です
（インターネットでもご覧いただけます）

㊊・㊋・㊌◦11：00／17：30／20：30
㊍・㊎　 ◦12：30／18：30／22：30
㊏・㊐　 ◦10：30／15：00／ 19：30

週刊高山ニュース 毎週金曜日◦18：00～

　返しきれない借金の支払いに困っている方、利息を払い過ぎて
いるかもしれないという方、悩む前にご相談ください。
期日  ６月13日㈯　  時間  午後１時〜４時
場所  県民生活相談センター（岐阜市薮田南５・ふれあい福寿会館内）

相談方法　①面接相談：６月12日㈮までに電話予約
　　　　　②電話相談：予約不要、
　　　　　　当日時間内に TEL

申 込
問合先

県民生活相談センター
☎058⊖277⊖1003

多重債務
無料相談会

◦ 6月のケーブルテレビ（市政情報番組） ◦

問合先 上水道課 ☎35⊖3149

水道メーターの交換に
ご協力を

　水道メーター（量水器）の使用期限は
計量法で８年と定められているため、市
では順次交換作業を行っています。
　該当するご家庭には、市が委託した水
道工事業者が交換作業（約10分）を行
いますので、ご理解とご協力をお願いし
ます。


